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Ｑ1 入所後、3 か月の就労実績を提出する際に実績不足の場合はどうすればよいですか？  

Ａ 実績が不足する場合は、不足した月分の就労実績を追加で提出してください。有給休暇等は実績に含んで

ください。令和 8 年度から実績不足の場合でもおくすり手帳は確認しません。 

例）必要実績が 5～7 月で、5 月の実績が不足していた場合、8 月の実績を提出。 

Ｑ2 入所後、別の保育所等への転所申込みはできますか？  

Ａ 4月入所選考を除き、年度途中での市内保育所等間の転所はできません。ただし、転所が認められる場合が

ありますので、詳細はP6をご確認ください。 

＊4月一斉入所で内定した後、同年度の4月二次選考にて別の保育所等へ転所申込みすることはできません。

別の保育所等を希望する場合は、内定園を辞退していただき、内定辞退の減算を適用したうえで再度入所選

考を行うこととなります。 

 
 

Ｑ3 延長保育を利用するには、どうしたらよいですか？  

Ａ 延長保育の利用手続きについては、各保育所等によって異なります。また、延長保育料につきましても、各

保育所等で異なりますので、各自で直接保育所等にお問い合わせください。なお、延長保育を利用できるのは

満1歳以上です。 
 
 

Ｑ4 求職中で在籍していますが、次月中旬から就労します。標準認定はいつから適用ですか？  

Ａ 変更希望月の前月 20 日（閉庁日の場合は直後の開庁日）までに就労証明書と施設型給付費等支給認定変

更申請書を提出していただくことで、就労開始月の１日から標準時間認定の申請を行うことができます。その

後、幼保こども園課で書類を確認し受理されれば、就労開始日が 1 日でなくとも標準時間認定となります。前

月 20 日までに間に合わない場合、幼保こども園課にご相談ください。

よくある問い合わせ 


